


※浜松市内には該当しない地域もあります。

※浜松市ホームページの『浜松市都市計画マップ』から
　規制地域を確認することができます。

※一般広告物は設置できない地域があります。



※規制地域外（その他地域）は許可申請不要です。 ※100ｍ規制地域とは、告示で指定する
　幹線道路・鉄道の両側100ｍ以内の
　場所をいいます。
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自家広告物・一般広告物 ❶～❻　※一般広告物は設置できない地域があります。上記　  参照
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・木造建築物の棟の上には設置しないこと

道標・案内図

壁面広告・塀広告3

道標・案内図

壁面突出広告5

屋上広告4

のぼり旗6

（100m規制地域）

※壁面広告等は掲出不可 ※壁面広告等も掲出可

B

※道標・案内図の詳細な基準については、別紙チェックシートも併せてご確認ください。



※業者名一覧は浜松市のホームページでご覧いただけます。

屋外広告物の設置工事にあたっては事前に許可が必要です。

屋外広告物の表示・設置者には、安全確保のための維持管理を行う義務があるほか、
物件の許可更新時や撤去時などの際に申請・届出を行わなければなりません。

屋外広告物条例に違反すると、
懲役又は罰金に処せられることがあります。



連絡先

土地政策課 053-457-2344
tochi@city.hamamatsu.shizuoka.jp

この刊行物は「もえるごみ」に出さずに「雑がみ」としてリサイクルしましょう。

〒４３０-８６５２
浜松市中央区元城町１０３-２

担当課 所在地

☆申請書、届出書の様式のダウンロード、条例、規則、
許可基準の閲覧、規制地域の確認は浜松市のホー
ムページをご利用ください。
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